
 
 

義務教育諸学校における令和５年度使用教科用図書の採択に関する基本方針 
 

兵庫県教育委員会 
 
 
１ 採択にあたっての基本的な考え方 

(1) 教科用図書の採択にあたっては、いかなる疑念の目も向けられることがないよ

う、公正性及び透明性の確保を徹底し、採択権者が責任をもって採択すること。 

 

(2) 教育基本法、学校教育法、学習指導要領に加え、県立学校及び市町組合教育委

員会においては兵庫県教育基本計画である第３期「ひょうご教育創造プラン」の

趣旨を踏まえながら、採択権者が教科用図書を適切に採択すること。 

 

２ 採択する教科用図書 
(1) 小・中学校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程 

令和３年度と同一の教科書を採択すること。 
 

(2) 特別支援学校及び特別支援学級 

文部科学省検定済教科書（下学年用等）、文部科学省著作教科書を使用する方向で

検討し、児童生徒の実態に応じて、学校教育法附則第９条第１項の規定による「一般

図書（特別支援学校・学級用）」（以下「一般図書」という。）を採択すること。 

  ア 文部科学省著作教科書 

令和３年度と同一の教科書を採択すること。 

  イ 一般図書 

一般図書については毎年度異なる図書を採択することができる。その際、文部科

学省発行の「令和４年度用一般図書契約予定一覧」及び兵庫県教育委員会発行の「学

校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書調査研究資料」を参考に採択す

ること。 

 

３ 採択にあたっての体制 

(1) 公立小・中学校・義務教育学校（市立特別支援学校の小・中学部を含む） 

  ア 単独採択地区 

(ｱ) 兵庫県教育委員会告示に基づく兵庫県教科用図書採択地区ごとに、選定委員会

を組織すること。 

(ｲ) 選定委員会の委員は、より幅広く意見を求める観点から、校長、教員、保護者、

学識経験者から構成すること。 

(ｳ) 選定委員会は、指導主事、小・中学校等の校長・教員からなる調査員を置き、

各校種、各種目、各学年に関する教科書の調査研究を十分に行うこと。 

なお、調査員の選任については、教科書採択に直接の利害関係を有する者、依

頼を受け著作・編集活動に一定の関与を行うなど特定の教科書発行者と関係を有

する者を選任しないこと。 

  イ 共同採択地区 

(ｱ) 当該採択地区内の市町組合教育委員会は、兵庫県教育委員会告示に基づく兵庫

県教科用図書採択地区ごとに、協議により規約を定め採択地区協議会を組織する

こと。 

(ｲ) 採択地区協議会の委員は、より幅広く意見を求める観点から、教育長、校長、

教員、保護者、学識経験者から構成すること。 

 



 
(ｳ) 採択地区協議会は、指導主事、小・中学校の校長・教員から構成する調査員を

置き、各校種、各種目、各学年に関する教科書の調査研究を十分に行うこと。 

なお、調査員の選任については、教科書採択に直接の利害関係を有する者、依 

頼を受け著作・編集活動に一定の関与を行うなど特定の教科書発行者と関係を有

する者を選任しないこと。 

(ｴ) 当該採択地区内の市町組合教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果

に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択すること。 

 
    〔単独採択地区〕               〔共同採択地区〕 

市 町 教 育 委 員 会  市 町 組 合 教 育 委 員 会 

↑  ↑ 

選定委員会 

 ↑ 

（調査員） 

 採 択 地 区 協 議 会 

↑ 

（調査員） 

 

(2) 県立特別支援学校の小・中学部及び中等教育学校前期課程 

ア 各学校において、選定委員会を設置すること。 

イ 選定委員会の代表者は、校長、教員、保護者、学識経験者の中から選定委員を委

嘱又は任命すること。 

 

(3) 国・私立学校及び公立大学法人が設置する学校 

ア 前項に準ずる。 

イ 私立学校は、前項イに理事を加えることができる。 

ウ 各採択権者において、文部科学省からの通知等に基づき、適正に採択すること。 

 

４ 採択結果及び理由等の公表 

  採択権者は、教科書の採択結果及び理由等採択に関する情報の積極的な公表に取り組

み、採択に関する説明責任を果たすこと。 
 

５ 公正性・透明性の確保 

 (1) 規範等の遵守 

ア 校長、教員をはじめ採択関係者は、文部科学省の指導や教科書発行者が定める「教

科書発行者行動規範」等を遵守すること。 

イ 外部からの不当な影響により教科書採択が左右されることなく、採択権者の判断

と責任で採択できるよう、学校と情報共有するなど密接に連携し、適切に対応する

こと。 

 

(2) 教科書発行者との健全かつ適切な関係の保持 

ア 質の高い教科用図書とするためには、日々の授業実践を通じて得られた教員等の

意見が反映されることは意義がある。また、教員等が行う授業研究や教材研究等の

効果的な実施に当たっては、教科書発行者が有する知見を活用することも必要とな

ると考えられること。しかしながら、一般の国民ないし地域住民から教科書採択の

公正性・透明性に疑念を生じさせる行為と受け止められることがないよう、教科書

発行者との健全かつ適切な関係を保持すること。 

イ 教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教員等の関与もしくは荷担の内容・

程度によっては、地方公務員法第３２条、第３３条又は第３８条の規定に違反する

ことになり得る。 

 



 
(3) 教科書見本の取扱い 

ア 教科書見本の送付は、教科書採択の勧誘を目的としていると認識し、教科書発行

者と健全かつ適切な関係を保つこと。 

イ 教科書見本については、教科書発行者から各教育委員会に送付することができる

上限を超えて求めることは厳に行わないこと。 

ウ 令和２年度以前に検定を受けた教科書の見本については、教科書採択にあたって

の調査研究等に活用するものであることに留意し、今後の授業等に活用する目的で

教科書発行者に送付を求めないこと。 

エ 採択期間終了後に、教科書発行者に授業研究や教材研究等のために教科書見本の

送付を求めることは行わないこと。なお、採択期間に送付された教科書見本につい

ては、採択終了後の授業研究や教材研究に有効活用すること。 

オ 共同採択地区において、教科書見本の部数が過多となり、教科書発行者に引き取

りを求める場合には、特定の教科書発行者のみに引き取りを求めないこと。 

 

(4) 過当な宣伝活動等への対処 

ア 宣伝活動等の加熱を防止するため、採択期間においては、教科書発行者が新たに

採択される教科書に関する説明会、講習会又は研修会等の主催や開催の関与を行う

ことが禁止されていることを理解し、適切に対応すること。 

イ 採択権者は、採択事務説明会などの機会を活用し、発行者の宣伝活動の実態を把

握すること。また、採択事務に支障を来す事態が発生した場合や不当な働きかけが

あった場合においては、警察など関係機関と連携しながら、毅然とした対応を取る

こと。 

 

(5) 検定申請本の取扱い 

検定申請本は、行政処分の対象であり、教科書発行者が教科書採択を勧誘するため

の宣伝活動（それと実質的に同一とみなされる活動を含む）に使用することは一切認

められていないことを全ての採択関係者及び校長、教員に周知徹底すること。 
 
６ その他 
(1) 教科用図書の採択にあたっての具体的な手続きについては、「兵庫県採択事務取扱要

領」に基づくこと。 

 

(2) 共同採択地区においては、関係市町組合教育委員会と関係教育事務所により「採択

地区適正規模化検討委員会」を設置し、採択地区がより適切なものとなるよう努める

こと。 

 

 (3) 教科書展示会場は、一般県民も閲覧することから可能な限り県民が参会しやすい施

設とすること。 


